
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２３年１０月２５日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 

遠赤外線融雪装置 

 
１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 

本製品は、屋外の壁面等に設置して遠赤外線を放射することにより、地面の雪

を溶かす融雪用の電熱器具である。 

遠赤外線の放射体としてハロゲンヒーター（セラミック特殊コーティングを施

したもの）を使用し、反射板により効率よく遠赤外線を放射するものである。本製

品を採暖の用途で使用することはない。 

 

○構造、仕様、意匠 

外形寸法(㎜)：Ｗ２４７×Ｄ１３８×Ｈ１２８ 

（端子台ボックス及び取付ブラケットを含む） 

質    量：約２.５ｋｇ 

定    格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、３００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

店舗、公共施設、一般家庭等 
 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 

電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 
 
（理由） 
本製品は、融雪を目的とするものであって凍結や凝結を防止する目的のものでは

なく、「その他の凍結又は凝結防止用電熱器具」に該当しない。また、採暖を目的

とするものでもないため、電気用品安全法上の採暖用電熱器具のいずれにも該当せ

ず、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

ただし、本製品を採暖の目的で使用するものの場合は、「電気ストーブ」等の採

暖用電熱器具として取り扱うことが妥当と判断する。 
 
 

 


